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１【提出理由】 

 平成24年６月15日開催の当社第51回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を

提出するものです。 

 

２【報告内容】 

(1）当該株主総会が開催された年月日：平成24年６月15日 

 

(2）当該決議事項の内容 

第１号議案 剰余金処分の件 

期末配当に関する事項 

(1）配当財産の種類 

金銭 

(2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 

当社普通株式１株につき金15円（うち、普通配当10円・記念配当５円） 

総額190,926,840円 

(3）剰余金の配当が効力を生じる日 

平成24年６月18日 

 

第２号議案 定款一部変更の件 

(1）株主総会の開催場所について、より広い選択肢が確保できるように、現行定款第３条第３項

（総会の招集）を削除する。 

(2）機動的な配当政策を図るため、現行定款第34条（剰余金の配当の決定機関）を「本会社は、

剰余金の配当については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会議で定めることが

できる。」に変更し、現行定款第35条（剰余金の配当の基準日等）を第１項について、「本

会社は、剰余金の期末配当の基準日は、毎年３月31日とし、中間配当の基準日は、毎年９月

30日とする。」に変更し、第２項について、「剰余金の配当には利息をつけない」に変更す

る。 

 

第３号議案 取締役６名選任の件 

取締役として、横尾昭信、高橋淑夫、正田克彦、加藤英明、来栖茂実および米本靖英を選任する。 

 

第４号議案 監査役２名選任の件 

監査役として、奥山寛二および佐野清明を選任する。 

 

第５号議案 補欠監査役２名選任の件 

補欠監査役として、坂本敏男および中野明安を選任する。 
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(3）当該決議事項（役員の選任又は解任に関する決議事項の場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議

事項）に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果 

（会社提案） 

決議の結果 
決議事項 賛成 反対 棄権 

賛成比率 可否 

第１号議案 89,482個 186個 0個 86.60％ 可決 

第２号議案 87,250個 2,418個 0個 84.44％ 可決 

第３号議案   

横尾 昭信 89,072個 605個 0個 86.20％ 可決 

高橋 淑夫 89,132個 545個 0個 86.26％ 可決 

正田 克彦 89,152個 525個 0個 86.28％ 可決 

加藤 英明 87,120個 2,557個 0個 84.31％ 可決 

来栖 茂実 85,895個 3,782個 0個 83.13％ 可決 

米本 靖英 88,766個 911個 0個 85.90％ 可決 

第４号議案   

奥山 寛二 88,506個 1,150個 0個 85.65％ 可決 

佐野 清明 88,363個 1,293個 0個 85.51％ 可決 

第５号議案   

坂本 敏男 89,332個 345個 0個 86.45％ 可決 

中野 明安 89,395個 282個 0個 86.51％ 可決 

 （注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 

第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 

第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出

席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 

第３号議案、第４号議案、および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 

２．各決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数には、株主総会前日の平成24

年６月14日午後５時30分までに議決権行使書をもって行使された議決権の数（以下、「事前行使議決権

数」といいます。）、並びに、当日出席の役員および当社が議決権の行使結果を把握できた大株主の議

決権の数を含めています。 

３．賛成比率は、以下の算定式にて算定しています。 

上記（注）２．議決権数のうちの賛成の議決権数÷（事前行使議決権数＋当日出席の株主の議決権数）

×100 

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

 上記(3)（注）２．記載の株主の行使した議決権の数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満た

し、会社法に則って決議が成立したため、それ以外の株主により行使された議決権の数については集計していま

せん。 

 

以 上

 




